
東京都市計画地区計画の変更（東京都決定） 

都市計画愛宕地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 愛宕地区地区計画 

位   置 港区愛宕一丁目、愛宕二丁目及び虎ノ門三丁目各地内 

面   積 約７．７ｈａ 

地区計画の目標 １ 愛宕山に残された緑と歴史的・文化的環境を保全し、公園機能の整備を図りつつ、中核的な拠点地区にふさ

わしい土地の高度利用を進めることにより、定住人口の確保を図る居住機能を導入するとともに、商業、業務

機能が複合した安全・快適で魅力ある市街地を形成する。 

２ 都市の国際競争力の強化を目指し、周辺開発と連携した都市基盤整備や居住機能等の導入を行うことによ

り、環状第二号線新橋・虎ノ門周辺地区における国際的なビジネス・交流拠点の整備を実現する。 

区
域
の
整
備
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発
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す
る
方
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公共施設等の整備の方針 安全で快適な都市空間を形成するため、公共施設等の整備の方針を以下のように定める。 

１ Ａ地区では、隣接する公園と一体的に広場を整備するとともに、地区外との連絡を強化する。また、Ⅰ地区

では、広場を整備することにより、都市環境と地区内外の防災性の向上を図る。 

２ 放射第２１号線（愛宕下通り）は、沿道の開発に併せて拡幅整備する。 

３ Ｆ地区及びＧ地区では、Ｅ地区内の参道空間と一体的な広場を整備することにより、愛宕山への眺望確保

及びにぎわい形成に資するオープンスペースの確保を図る。 

４ 愛宕山の地形や、地区内外の有効な連絡に配慮した歩行者通路、横断歩道橋、歩行者デッキ等を整備し、バ

リアフリーにも配慮した周辺市街地と連続する広域的な歩行者ネットワーク及び公園内等を散策する空間を

形成するとともに、地区内及び外周道路の無電柱化を推進し、防災性の向上を図る。また、愛宕山の斜面緑地

に面する部分には、自然環境の拡張を図り、連続性のある緑のネットワークの形成に資する緑地を整備する。 

建築物等の整備の方針 周辺環境に配慮した市街地整備を行い、良好な都市空間を形成するため、建築物等の整備の方針を以下のよ

うに定める。 

１ 地区内の歴史的・文化的環境の保全や、愛宕山の眺望等の確保を図るため、建築物等の用途の制限、建築物

の容積率の最高限度及び壁面の位置の制限など、必要な建築物等に関する事項を定める。愛宕山の前面に位

置するＦ地区、Ｇ地区及びＨ地区については、周辺市街地からの愛宕山への眺望の確保や、愛宕山山頂の開放

性に配慮して、容積率及び建築物の高さの最高限度を定める。Ｆ地区及びＧ地区については、計画的な土地利

用を行うため、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度を定める。 

２ 建築物の更新や空地の整備に併せて、崖等の改修や改良を行い、安全性を確保する。 
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位   置 港区愛宕一丁目、愛宕二丁目及び虎ノ門三丁目各地内 

面   積 約７．３ｈａ 
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進
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土地利用に関する基本方針 区域をＡ地区～Ⅰ地区に区分し、土地利用の方針を以下のように定める。 

１ Ａ地区には、地場産業との調和に配慮しつつ主に業務機能を集約して配置し、都心周辺部にふさわしい土

地の高度利用を図るとともに、隣接地区の公園機能と一体化した空地と良好な市街地景観を創出する。 

２ Ｂ地区には、主に居住機能を集約して配置し、隣接地区の公園部分と連携した空地を整備するとともに、良

好な市街地景観を創出する。 

３ Ｃ地区及びＤ地区では、現存する寺院や博物館との調和を図りつつ、公園としての機能整備を図るととも

に、愛宕山に残された緑を保全する。 

４ Ｅ地区では、現存する神社との調和を図りつつ、愛宕山に残された緑の保全及び境内の環境整備を行うこ

とで、公園としての機能整備を図るとともに、隣接地区のＦ地区、Ｇ地区及びＨ地区の建物整備に併せて斜面

の安全性を確保する。 

５ Ｆ地区、Ｇ地区及びＨ地区は、国際的なビジネス・交流拠点にふさわしい居住機能等と低層部には愛宕下通

り沿道のにぎわいを形成する商業機能等を配置するとともに、周辺市街地からの愛宕山への眺望の確保や愛

宕山山頂の開放性に配慮して、Ｅ地区内の参道空間と一体化した広場の整備や、Ｇ地区及びＨ地区からＦ地

区への容積の適正配分を行うことで、良好な市街地景観を創出する。 

６ Ⅰ地区には、国際水準の居住機能とそれを支える商業・生活支援機能を配置するとともに、公園を含む広場

及びこれと一体化した空地を整備し、周辺地区と連携して国際的なビジネス拠点を整備する。 

主要な公共施

設の配置及び

規模 

種   類 名 称 幅員 延 長 面 積 備 考 

広   場 

広場１号 ― ― 約２，７００㎡ 新設 

広場２号 ― ― 約１，５００㎡ 新設 

地
区
整
備
計
画 

位   置 港区愛宕一丁目、愛宕二丁目及び虎ノ門三丁目各地内 

面   積 約７．３ｈａ 

地区施設の 

配置及び規模 

種   類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

広 場 

地区広場１号 ― ― 約３００㎡ 新設 

地区広場２号 ― ― 約１３０㎡ 新設 



地区施設の 

配置及び規模 

緑 地 

緑地１号 ― ― 約３２０㎡ 新設 

地
区
整
備
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緑地２号 ― ― 約３２０㎡ 

新設 
（うちＧ地区内約 70

㎡、Ｈ地区内約 250㎡） 

その他の 

公共空地 

歩行者通路１号 ２～４ｍ 約１０８ｍ ― 新設 

歩行者通路２号 ２ｍ 約１２ｍ ― 
新設 

（エレベーター併設） 

歩行者通路３号 ３～５ｍ 約６０ｍ ― 新設 

歩行者通路４号 ３～４ｍ 約５０ｍ ― 新設 

歩行者通路５号 ３～４ｍ 約７５ｍ ― 新設 

歩行者通路６号 ５．５ｍ 約６０ｍ ― 新設 
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地区の 

区分 

名   称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 

面   積 約１．３ｈａ 約０．８ｈａ 約１．８ｈａ 約０．６ｈａ 

建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物（風俗

営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第

２条第１項各号に掲げる風

俗営業及び同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業

のいずれかの用に供するも

のを除く。）以外は建築して

はならない。 

１ 事務所 

２ 放送スタジオ 

３ 店舗、展示場、飲食店 

４ 診療所 

５ 寺院 

６ 印刷工場 

７ 中水道施設、防災備蓄倉

庫その他これらに類する

公共公益施設 

８ あずまや、公衆便所その

他これらに類する公園施

設 

９ 前記各号に附属する建

築物 

次に掲げる建築物（風俗

営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第

２条第１項各号に掲げる風

俗営業及び同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業

のいずれかの用に供するも

のを除く。）以外は建築して

はならない。 

１ 共同住宅 

２ 店舗、飲食店 

３ 診療所 

４ 寺院 

５ 防災備蓄倉庫その他こ

れらに類する公共公益施

設 

６ あずまや、公衆便所その

他これらに類する公園施

設 

７ 前記各号に附属する建

築物 

次に掲げる建築物

以外は建築してはな

らない。 

１ 寺院及びこれに

附属する建築物 

２ あずまや、公衆便

所その他これらに

類する公園施設 

次に掲げる建築物

以外は建築してはな

らない。 

１ 博物館及びこれ

に附属する建築物 

２ あずまや、公衆便

所その他これらに

類する公園施設 
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建築物の容積率の 

最高限度 

１０分の９６ 

ただし、中水道施設の用に

供するものを除く。 

１０分の７６ 

このうち、共同住宅の用途

に供する部分は１０分の７０

以上としなければならない。 

― ― 

建築物の敷地面積の 

最低限度 ― ― ― ― 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、各地区ごとに計

画図に示す位置を越えて建築してはならない。ただし、あず

まや・公衆便所などの公園施設、公共用デッキ・歩廊・エレ

ベーター・エスカレーター、その他これらに類するものはこ

の限りでない。 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、各

地区ごとに計画図に示す位置を越えて建築し

てはならない。ただし、２号壁面については寺

院の山門、４号壁面及び５号壁面についてはあ

ずまや・公衆便所その他これらに類する公園施

設はこの限りでない。 

建築物等の 

高さの最高限度 
１９０ｍ 

（建築物の高さはＴＰ＋５

ｍからの高さによる。） 

１６５ｍ 

（建築物の高さはＴＰ＋５

ｍからの高さによる。） 

― ― 

建築物等の形態又は色彩

その他の意匠の制限 
１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は原色を避け、周辺環境に配慮した色彩とする。 

２ 屋外広告物は、建築物と一体的なもの又は歩行者空間と調和のとれたものとする。 
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地区の 

区分 

名   称 Ｅ地区 Ｆ地区 Ｇ地区 Ｈ地区 

面   積 約１．２ha 約０．５ha 約０．１ha 約０．３ha 

建築物等の用途の制限  次に掲げる建築物（風
俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２
２号）第２条第１項各号
に掲げる風俗営業及び同
条第５項に規定する性風
俗関連特殊営業のいずれ
かの用に供するものを除
く。）以外は建築してはな
らない。 

１ 神社及びこれに付属
する建築物 

２ 店舗 

３ 事務所 

４ 研修所 

５ 幼稚園、幼保連携型
認定こども園又は保育
所 

６ あずまや、公衆便所
その他これらに類する
公園施設 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２
号）第２条第１項各号に掲げる風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特
殊営業のいずれかの用に供する建築物は建築してはならない。 

建築物の容積率の 

最高限度 

― 

１０分の１３０ 

このうち、共同住宅の用

途に供する部分を１００分

の４２５以上としなければ

ならない。 

１０分の１５ １０分の５８ 
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建築物の容積率の 

最低限度 ― １０分の５０ １０分の５ ― 

建築物の建蔽率の 

最高限度 ― １０分の８ １０分の８ ― 

建築物の敷地面積の 

最低限度 ― ２，０００㎡ ２００㎡ １，０００㎡ 

建築物の建築面積の 

最低限度 ― 

１，０００㎡ 

ただし、公益上必要な 

施設は除く。 

１００㎡ 

ただし、公益上必要な 

施設は除く。 

― 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。ただ

し、次の各号の一に該当する建築物等はこの限りでない。 

１ 歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける広場、歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベー

ター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの 

２ 歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの 

３ 公益上必要な建築物その他これに類するもの 

４ 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分 

５ 給排気施設の部分 

６ 斜面地の安全対策に必要な土砂受け壁その他これらに類するもの 

建築物等の 

高さの最高限度 

― 

１６０ｍ  

（建築基準法施行令第２

条第１項第６号に定める

高さとする。ただし、ＴＰ

＋５ｍからの高さによ

る。） 

低層部１：１５ｍ 

低層部２：１１ｍ  

（建築基準法施行令第２

条第１項第６号に定める

高さとする。ただし、ＴＰ

＋５ｍからの高さによ

る。） 

５０ｍ  

（建築基準法施行令第２

条第１項第６号に定める

高さとする。ただし、Ｔ

Ｐ＋５ｍからの高さによ

る。） 

建築物等の形態又は色彩 

その他の意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。 

２ 屋外広告物は、周辺景観との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。 
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地区の 

区分 

名   称 I地区 

面   積 約０．７ｈａ 

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 

１ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（ぬ）項に掲げる建築物  

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項各号に掲
げる風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物 

建築物の容積率の 

最高限度 

１０分の１２０ 

このうち、共同住宅の用途に供する部分を１０分の８０以上としなければならない。 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
５，０００㎡ 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。ただ

し、次の各号の一に該当する建築物等はこの限りでない。 

１ 歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける広場、歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベー

ター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの 

２ 歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの 

３ 公益上必要な建築物その他これに類するもの 

４ 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分 

５ 給排気施設の部分 

建築物等の 

高さの最高限度 

２２０ｍ  

（建築基準法施行令第２条第１項第６号に定める高さとする。ただし、ＴＰ＋５ｍからの高さによる。） 

建築物等の形態又は色彩 

その他の意匠の制限 

１ 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とする。 

２ 屋外広告物は、周辺景観との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とする。 

 

建築物の容積率の最高限度に係る部分については、建築基準法第５２条第１４項第１号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準（平成１６年３月
４日 １５都市建市第２８２号）に記載されたⅡ３（１）（２）（３）の用途に供する部分を除くことができる。 

「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置、地区施設の配置、地区の区分、壁面の位置の制限及び建築物等の
高さの最高限度における低層部１・２の範囲は、計画図表示のとおり」 

理由：土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、愛宕山に残された緑と歴史的・文化的環境と調和した魅力ある複合市街地の形成を図る
ため、地区計画を変更する。 



変更概要                                            ※     は、変更箇所及び追加箇所を示す。                       

名    称 愛宕地区地区計画 
 

事  項 旧 新 摘 要 

地区計画の目標 １ 愛宕山に残された緑と歴史的・文化的環
境を保全し、公園機能の整備を図りつつ、
都心周辺部にふさわしい土地の高度利用
を進めることにより、定住人口の回復を図
る居住機能を導入するとともに、商業、業
務機能が複合した安全・快適で魅力ある市
街地を形成する。 

１ 愛宕山に残された緑と歴史的・文化的環境を保全し、公園機能
の整備を図りつつ、中核的な拠点地区にふさわしい土地の高度利
用を進めることにより、定住人口の確保を図る居住機能を導入す
るとともに、商業、業務機能が複合した安全・快適で魅力ある市
街地を形成する。 

上位計画の

変更に伴う

変更 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

公共施設等の 

整備の方針 

１ Ａ地区では、公園と広場を一体的に整備
するとともに、地区外との連絡を強化す
る。またⅠ地区では、広場を整備すること
により、都市環境と地区内外の防災性の向
上を図る。 

２ 放射２１号線は、沿道の開発に併せて

拡幅整備する。 
３ 愛宕山の地形や、地区内外の有効な連絡
に配慮した歩行者通路、横断歩道橋、歩行
者デッキ等を整備し、バリアフリーにも配
慮した周辺市街地と連続する広域的な歩
行者ネットワークを形成する。 

１ Ａ地区では、隣接する公園と一体的に広場を整備するととも
に、地区外との連絡を強化する。またⅠ地区では、広場を整備す
ることにより、都市環境と地区内外の防災性の向上を図る。 

２ 放射第２１号線（愛宕下通り）は、沿道の開発に併せて拡幅整
備する。 

３ Ｆ地区及びＧ地区では、Ｅ地区内の参道空間と一体的な広場を
整備することにより、愛宕山への眺望確保及びにぎわい形成に資
するオープンスペースの確保を図る。 

４ 愛宕山の地形や、地区内外の有効な連絡に配慮した歩行者通
路、横断歩道橋、歩行者デッキ等を整備し、バリアフリーにも配
慮した周辺市街地と連続する広域的な歩行者ネットワーク及び
公園内等を散策する空間を形成するとともに、地区内及び外周道
路の無電柱化を推進し、防災性の向上を図る。また、愛宕山の斜
面緑地に面する部分には、自然環境の拡張を図り、連続性のある
緑のネットワークの形成に資する緑地を整備する。 

文言の精査

及び新たな

地区整備計

画の策定に

伴う変更 

建築物等の整備の方針 １ 地区内の歴史的・文化的環境の保全や、
愛宕山の眺望等の確保を図るため、建築
物等の用途の制限、建築物の容積率の最
高限度及び壁面の位置の制限など、必要
な建築物等に関する事項を定める。 

 

１ 地区内の歴史的・文化的環境の保全や、愛宕山の眺望等の確
保を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高
限度及び壁面の位置の制限など、必要な建築物等に関する事項
を定める。愛宕山の前面に位置するＦ地区、Ｇ地区及びＨ地区
については、周辺市街地からの愛宕山への眺望の確保や、愛宕
山山頂の開放性に配慮して、容積率及び建築物の高さの最高限
度を定める。Ｆ地区及びＧ地区については、計画的な土地利用
を行うため、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積
の最低限度を定める。 

新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 



再
開
発
等
促
進
区 

土地利用に関する 

基本方針 

区域をＡ地区、Ｂ地区、Ｃ地区、Ｄ地区、
Ⅰ地区及びその他地区に区分し、土地利用の
方針を以下のように定める。 
４ I地区には、国際水準の居住機能とそれ
を支える商業・生活支援機能を配置すると
ともに、公園を含む広場及びこれと一体化
した空地を整備し、周辺地区と連携して国
際的なビジネス拠点を整備する。 

５ その他地区では、愛宕山に残された緑や
歴史的環境を保全しつつ、居住・商業・業
務機能の複合した市街地の整備を図る。 

区域をＡ地区～Ⅰ地区に区分し、土地利用の方針を以下のように
定める。 
４ Ｅ地区では、現存する神社との調和を図りつつ、愛宕山に残
された緑の保全及び境内の環境整備を行うことで、公園として
の機能整備を図るとともに、隣接地区のＦ地区、Ｇ地区及びＨ
地区の建物整備に併せて斜面の安全性を確保する。 

５ Ｆ地区、Ｇ地区及びＨ地区は、国際的なビジネス・交流拠点
にふさわしい居住機能等と低層部には愛宕下通り沿道のにぎわ
いを形成する商業機能等を配置するとともに、周辺市街地から
の愛宕山への眺望の確保や愛宕山山頂の開放性に配慮して、Ｅ
地区内の参道空間と一体化した広場の整備や、Ｇ地区及びＨ地
区からＦ地区への容積の適正配分を行うことで、良好な市街地
景観を創出する。 

６ Ⅰ地区には、国際水準の居住機能とそれを支える商業・生活
支援機能を配置するとともに、公園を含む広場及びこれと一体
化した空地を整備し、周辺地区と連携して国際的なビジネス拠
点を整備する。 

新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 

主要な公共

施設の配置

及び規模 

種 類 名 称 
面積及び 

幅員 
延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 

広 場 

広場１号 
約２，７００

㎡ 
― 新設 広場１号 ― ― 約２，７００㎡ 新設 

広場２号 
約１，５００

㎡ 
― 新設 広場２号 ― ― 約１，５００㎡ 新設 

地
区
整
備
計
画 

面   積 約５．２ｈａ 約７．３ｈａ 

新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 

地区施設の

配置及び 

規模 

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 広 場 

― ― ― ― 地区広場１号 ― ― 約３００㎡ 新設 

― ― ― ― 地区広場２号 ― ― 約１３０㎡ 新設 

 

  



地
区
整
備
計
画 

地区施設の

配置及び 

規模 

緑 地 

― ― ― ― 緑地１号 ― ― 約３２０㎡ 新設 

新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 

― ― ― ― 緑地２号 ― ― 約３２０㎡ 

新設 
（うちＧ

地区内約

70㎡、Ｈ

地区内約

250㎡） 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の

区分 
名 称 Ａ地区 Ｂ地区 Ａ地区 Ｂ地区 

新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 
建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物

（風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第２条

第６項各号に揚げる

店舗型性風俗特殊営

業の用に供するもの

を除く。）以外は建築

してはならない。 

次に掲げる建築物

（風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第２条

第６項各号に揚げる

店舗型性風俗特殊営

業の用に供するもの

を除く。）以外は建築

してはならない。 

次に掲げる建築物（風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に

関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項各号に

掲げる風俗営業及び同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業

のいずれかの用に供するものを

除く。）以外は建築してはならな

い。 

次に掲げる建築物（風俗営業等
の規制及び業務の適正化等に関
する法律（昭和２３年法律第１
２２号）第２条第１項各号に掲
げる風俗営業及び同条第５項に
規定する性風俗関連特殊営業の
いずれかの用に供するものを除
く。）以外は建築してはならな
い。 

 

  



地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 区 の

区分 

名 称 ― Ｅ地区 Ｆ地区 Ｇ地区 Ｈ地区 Ｅ～Ｈ地区

の地区整備

計画内容追

加に伴う変

更 

面 積 ― 約１．２ha 約０．５ha 約０．１ha 約０．３ha 

建築物等の 

用途の制限 

― 

次に掲げる建

築物（風俗営業等

の規制及び業務

の適正化等に関

する法律（昭和２

３年法律第１２

２号）第２条第１

項各号に掲げる

風俗営業及び同

条第５項に規定

する性風俗関連

特殊営業のいず

れかの用に供す

るものを除く。）

以外は建築して

はならない。 

１ 神社及びこ

れに付属する

建築物 

２ 店舗 

３ 事務所 

４ 研修所 

５ 幼稚園、幼保

連携型認定こ

ども園又は保

育所 

６ あずまや、公

衆便所その他

これらに類す

る公園施設 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１

項各号に掲げる風俗営業及び同条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供す

る建築物は建築してはならない。 



地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の容積率の 

最高限度 

― ― 

１０分の 

１３０ 

このうち、共同

住宅の用途に供

する部分を１０

０分の４２５以

上としなければ

ならない。 

１０分の１５ １０分の５８ 

Ｅ～Ｈ地区

の地区整備

計画内容追

加に伴う変

更 

建築物の容積率の 

最低限度 ― ― １０分の５０ １０分の５ ― 

建築物の建蔽率の 

最高限度 ― ― １０分の８ １０分の８ ― 

建築物の敷地面積

の最低限度 ― ― ２，０００㎡ ２００㎡ １，０００㎡ 

建築物の建築面積

の最低限度 

― ― 

１，０００㎡ 

ただし、公益

上必要な施設

は除く。 

１００㎡ 

ただし、公益

上必要な施設

は除く。 

― 

壁面の位置の制限 

― 

建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置

の制限を越えて建築してはならない。ただし、次の各号の一に該

当する建築物等はこの限りでない。 

１ 歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける広場、歩行

者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれら

に設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの 

２ 歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさ

し、落下防止柵その他これらに類するもの 

３ 公益上必要な建築物その他これに類するもの 

４ 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分 

５ 給排気施設の部分 

６ 斜面地の安全対策に必要な土砂受け壁その他これらに類する

もの 



地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

高さの最高限度 

― ― 

１６０ｍ  

（建築基準法

施行令第２条

第１項第６号

に定める高さ

とする。ただ

し、ＴＰ＋５

ｍからの高さ

による。） 

低層部１： 

１５ｍ 

低層部２： 

１１ｍ  

（建築基準法

施行令第２条

第１項第６号

に定める高さ

とする。ただ

し、ＴＰ＋５

ｍからの高さ

による。） 

５０ｍ  

（建築基準

法施行令第２

条第１項第６

号に定める高

さとする。た

だし、ＴＰ＋

５ｍからの高

さによる。） 

Ｅ～Ｈ地区

の地区整備

計画内容追

加に伴う変

更 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

― 

１ 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とす

る。 

２ 屋外広告物は、周辺景観との調和や建築物との一体性に配

慮した意匠とする。 

地区の 

区分 
名 称 I地区 I地区 

建築基準法

の改正及び

新たな地区

整備計画の

策定に伴う

変更 

建築物等の 

用途の制限 

１ 建築基準法別表第２（り）項に掲げる

建築物  

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第１項第７号、第８

号及び同条第５項のいずれかの用に供す

る建築物 

１ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（ぬ）項に

掲げる建築物  

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第１項各号に掲げる風俗営業及び

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供

する建築物 
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